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こ
れ
ま
で
は
、
平
成　

年
か
ら
導

15

入
さ
れ
た
支
援
費
制
度
に
よ
り
、
利

用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
は
充
実
し
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
、
障
害
の
種
別
に

よ
り
縦
割
り
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
た

た
め
、
わ
か
り
に
く
く
使
い
に
く
い

と
い
う
一
面
も
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
も
自
治

体
に
よ
っ
て
差
が
あ
り
、
必
要
な

方
々
す
べ
て
に
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス

が
行
き
届
か
な
い
と
い
う
問
題
も
指

摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
は
、
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
人
も
原
則
と
し
て

定
率
一
割
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
り
、

増
え
続
け
る
サ
ー
ビ
ス
利
用
財
源
の

確
保
と
公
平
な
サ
ー
ビ
ス
利
用
が
で

き
る
よ
う
、
皆
で
支
え
あ
う
仕
組
み

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

障
害
者
の
方
々
が
地
域
で
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
社
会
を
目
指
し
て
い
き

ま
す
。

障
害
者
自
立
支
援
法
の
成
立

 　

障
害
者
自
立
支
援
法
で
は
、
大
別

す
る
と
、
障
害
者
の
方
々
が
自
立
し

た
日
常
生
活
、
ま
た
は
社
会
生
活
を

営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
介
護
給

付
や
訓
練
等
給
付
と
い
っ
た
必
要
な

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
を
行
う

新
し
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
し
く
み

「
自
立
支
援
給
付
」と
相
談
支
援
や
地

域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
な
ど

市
町
村
が
柔
軟
に
実
施
で
き
る
「
地

域
生
活
支
援
事
業
」
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。
主
な
サ
ー
ビ
ス
は
図
１
の

と
お
り
で
す
。

 　

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

に
は
、
支
給
申
請
を
行
い
障
害
程
度

区
分
の
判
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
障
害
程
度
区
分
は
市
町
村
が

調
査
（
一
次
判
定
）
を
行
い
、
審
査

会
（
二
次
判
定
）
で
決
定
さ
れ
る
仕

組
み
に
な
り
ま
す
。

　

決
定
さ
れ
た
障
害
程
度
区
分
や
介

護
す
る
人
の
状
況
、
申
請
者
の
要
望

な
ど
を
も
と
に
、
サ
ー
ビ
ス
の
支
給

量
な
ど
を
決
定
し
ま
す
。（
図
２
）

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
に
は

 　

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た

場
合
の
利
用
者
負
担
は
、原
則
と
し

て
費
用
の
一
割
の
定
率
負
担
と
食
費

な
ど
の
実
費
負
担
が
あ
り
ま
す（
３

障
害
共
通
）。た
だ
し
、所
得
に
応
じ

て
月
ご
と
に
上
限
額
が
決
め
ら
れ
、

ま
た
、負
担
が
重
く
な
り
過
ぎ
な
い

よ
う
に
、各
種
の
減
免
や
給
付
な
ど

の
措
置
に
よ
り
軽
減
策
が
講
じ
ら
れ

て
い
ま
す
。

利
用
者
負
担
の
仕
組
み

 　

こ
れ
ま
で
の
障
害
に
係
る
公
費
負

担
医
療
（
精
神
通
院
医
療
、
更
生
医

療
、
育
成
医
療
）
は
一
本
化
さ
れ「
自

立
支
援
医
療
」
と
な
り
ま
す
。
指
定

医
療
機
関
で
医
療
を
受
け
た
場
合
、

医
療
費
の
一
割
が
原
則
と
し
て
自
己

負
担
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
所
得
に
応
じ
た
上
限
額
や
、

高
額
治
療
継
続
者
の
上
限
、
育
成
医

療
の
激
変
緩
和
措
置
な
ど
の
軽
減
措

置
に
よ
り
、
負
担
が
重
く
な
り
過
ぎ

な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
一
定
所
得
以
上
の
方
は
公
費
負

担
の
対
象
外
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

 　

こ
れ
ま
で
の
制
度
は
再
編
さ
れ
、

補
装
具
は
現
物
支
給
か
ら
補
装
具
費

の
支
給
へ
と
変
わ
り
ま
す
。
利
用
者

負
担
も
原
則
一
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

（
所
得
に
よ
る
負
担
上
限
あ
り
）

 　

相
談
支
援
や
手
話
通
訳
な
ど
の
派

遣
、
移
動
支
援
お
よ
び
地
域
活
動
支

援
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
事
業
が
あ
り
ま

す
。
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
と
組

み
合
わ
せ
て
、
地
域
の
特
性
を
生
か

し
た
体
系
づ
く
り
な
ど
に
よ
り
障
害

者
の
方
々
を
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

 
　

障
害
福
祉
課（
内
線　

・　

・　

）・

384

387

482

各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

障
害
に
係
る
公
費
負
担
医
療
は
、

自
立
支
援
医
療
に
か
わ
り
ま
す

補
装
具
と
日
常
生
活
用
具
の

制
度
も
変
わ
り
ま
す

地
域
生
活
支
援
事
業
に
つ
い
て

問
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・居宅介護(ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ)�
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こ
れ
ま
で
は
、
身
体
・
知
的
・
精
神
障
害
と
い
っ
た
障
害
の
種
類
や
年
齢

に
よ
り
、受
け
ら
れ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
な
ど
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

４
月
か
ら
（
一
部
は　

月
か
ら
）
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法
の
成
立
に
よ

10

り
、
複
雑
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
一
つ
に
な
り
、
ど
の

障
害
の
方
も
、
地
域
に
お
け
る
共
通
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
利
用
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

平
成　

年
４
月
か
ら

18

 
障
害
者
自
立
支
援
法
が
は
じ
ま
り
ま
す

支給決定までの流れ

〔図１〕

〔図２〕
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男
女
共
同
参
画
を
、
全
市
的
に
、

そ
し
て
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進

す
る
た
め
、
新
た
に
市
長
を
本
部
長

と
す
る
「
石
巻
市
男
女
共
同
参
画
推

進
本
部
」
を
設
置
し
ま
す
。

　

本
部
で
は
、
計
画
の
進
捗
状
況
を

検
証
す
る
な
ど
の
進
行
管
理
を
行
い
、

指
示
を
徹
底
し
、
効
果
的
な
推
進
を

図
っ
て
い
き
ま
す
。

　

計
画
の
進
捗
状
況
の
検
証
結
果
は
、

毎
年
度
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
公
表
し

ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 　

市
民
、
事
業
者
、
地
縁
団
体
な
ど

と
の
協
働
・
連
携
を
図
り
、
男
女
共

同
参
画
意
識
の
啓
発
と
施
策
の
円
滑

な
推
進
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

推
進
本
部
を
設
置

市
民
・
事
業
者
・
地
縁
団
体

な
ど
と
の
連
携

　

男
女
共
同
参
画
社
会
を
構
築
す
る

た
め
に
は
、
国
や
県
と
の
協
力
体
制

だ
け
で
は
な
く
、
行
政
・
市
民
・
事

業
者
・
各
種
団
体
な
ど
が
協
働
し
連

携
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
男

女
共
同
参
画
推
進
の
た
め
、
主
体
的

に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
不
可
欠
と

な
っ
て
い
ま
す
。

 〔
基
本
理
念
〕

　

石
巻
市
男
女
共
同
参
画
推
進
条
例

の
基
本
理
念
の
趣
旨
を
基
本
と
し
、

次
の
４
つ
を
基
本
理
念
と
し
て
い
ま

す
。

１
男
女
の
人
権
尊
重

２
性
別
に
よ
る
差
別
の
禁
止
お
よ
び

性
別
に
よ
る
役
割
分
担
の
解
消

石
巻
市
男
女
共
同
参
画
基
本

計
画
の
概
要

３
男
女
の
あ
ら
ゆ
る
意
思
決
定
の
場

へ
の
共
同
参
画

４
家
庭
生
活
に
お
け
る
活
動
と
そ
の

他
の
活
動
と
の
両
立

〔
重
点
課
題
〕

　

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向

け
、
現
在
の
状
況
を
踏
ま
え
、
計
画

期
間
５
年
間
で
早
急
に
取
り
組
む
べ

き
課
題
を
重
点
課
題
と
し
、
こ
れ
を

６
つ
掲
げ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
重
点

課
題
ご
と
に
施
策
の
方
向
と
事
業
の

概
要
、
主
な
取
組
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

１
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
意
識
の

高
揚
と
教
育
・
学
習
の
推
進

２
政
策
形
成
お
よ
び
方
針
決
定
の
場

へ
の
女
性
の
参
画
促
進

３
地
域
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の

推
進

４
働
く
場
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画

の
推
進

５
男
女
間
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力

の
根
絶
と
被
害
者
支
援

６
子
育
て
・
介
護
・
地
域
活
動
と
仕

事
と
の
両
立
の
支
援

　

石
巻
市
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画

は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す

る
ほ
か
、
概
要
版
を
情
報
公
開
コ
ー

ナ
ー
、
市
民
の
部
屋
、
各
総
合
支
所
、

各
支
所
な
ど
に
配
置
し
ま
す
の
で
ご

覧
く
だ
さ
い
。

 
　

男
女
共
同
参
画
推
進
室

　

（
内
線　

）
608

問
目標値現    況項    目重点課題

35％以上24.9％審議会・委員会等への女性委員の登用率
2

100人52人女性人材リスト登載者数

6カ所4カ所子育て支援センターの数3

4人2人女性の指導農業士の数
4

7人4人女性の指導漁業士の数

297人、27カ所36人、4カ所延長保育の受入定員と実施箇所数

6

42人、5カ所26人、4カ所一時保育の受入定員と実施箇所数

60人、3カ所未実施休日保育の受入定員と実施箇所数

5人、1カ所未実施病後児保育の受入定員と実施箇所数

6カ所4カ所子育て支援センターの数（再掲）

目標数値

9 18. 4. 1

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
貴
重
な
意
見
を
参
考
と
し
、
石
巻
市
男

女
共
同
参
画
基
本
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

平
成　

年
４
月
、「
石
巻
市
男
女
共
同
参
画
推
進
条
例
」
を
施
行
し
、
市
民

17

一
人
ひ
と
り
が
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
生
き
生
き
と
暮
ら
す
こ
と
が
で
き

る
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
平
成　

年
度
か
ら
平
成　

年
度

18

22

ま
で
の
５
年
間
の
計
画
で
関
係
施
策
の
展
開
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

平
成　

年
４
月
か
ら

18

 

石
巻
市
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
す

思いやりのある

男女共同参画社会を

目指して

 　

心
身
に
重
度
の
障
害
の
あ
る
方

が
通
院
や
社
会
活
動
に
参
加
す
る

た
め
に
タ
ク
シ
ー
や
自
家
用
車
を

利
用
す
る
場
合
、
タ
ク
シ
ー
の
利

用
料
金
や
燃
料
費
の
一
部
を
助
成

し
て
い
ま
す
。

�
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成

　

（
月
４
枚
）

　

小
型
タ
ク
シ
ー
の
基
本
料
金
相

当
額
を
助
成
し
ま
す
。
寝
台
車
や

リ
フ
ト
付
き
タ
ク
シ
ー
に
も
利
用

で
き
ま
す
。

�
自
動
車
燃
料
費
助
成（
月
１
枚
）

　

指
定
給
油
所
で
利
用
で
き
る
助

成
券（
１
枚
２
、０
０
０
円
）を
交

付
し
ま
す
。

※
�
、
�
の
い
ず
れ
か
の
選
択
と

な
り
ま
す
。
ま
た
、
交
付
枚
数

は
申
請
月
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
。

対
象
者
（
市
民
税
非
課
税
世
帯
の

方
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
）

�
身
体
障
害
者
手
帳「
１
〜
３
級
」

の
方
（
た
だ
し
、
３
級
の
方
は

肢
体
不
自
由
者
、
在
宅
酸
素
療

法
者
に
限
り
ま
す
）

�
療
育
手
帳
「
Ａ
」
の
方

�
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

「
１
級
」
の
方

※
昨
年
と
は
、
対
象
者
な
ど
に
変

更
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

 
　

障
害
福
祉
課
（
内
線　

・　

・

384

482

　

）・
各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

387 福
祉
タ
ク
シ
ー
と

自
動
車
燃
料
費
助
成

問


